
市有財産賃貸借契約書

貸付人 富山市（登録番号：T9000020162019）（以下「甲」という。）と借受人 （以下

「乙」という。）とは、次の条項により借地借家法（平成３年法律第９０号。以下「法」という。）

第３８条の規定に基づく自動販売機設置場所賃貸借契約を締結する。

（賃貸借物件）

第１条 甲は、次の施設（以下「賃貸借物件」という。）を乙に貸し付け、乙は、これを借り受ける。

（使用目的等）

第２条 乙は、賃貸借物件を自動販売機設置のために使用し、使用にあたっては仕様書に記載され

た事項を順守しなければならない。

（賃貸借期間）

第３条 第１条の規定により甲が乙に賃貸借物件の使用をさせる期間（以下「賃貸借期間」という。）

は、令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。

２ 自動販売機の設置及び撤去の日は、甲乙協議の上、賃貸借期間内で甲が指定する日とする。

（契約更新等）

第４条 この契約は、法第３８条の規定に基づく賃貸借契約であり、賃貸借期間満了時において更

新しない。

２ 賃貸借期間を１年以上とする場合、甲は、賃貸借期間の満了の１年前から６か月前までの間（以

下「通知期間」という。）に、乙に対し、賃貸借期間の満了によりこの契約が終了する旨を書面に

より通知する。

３ 甲は、通知期間内に前項の規定による通知をしなかった場合において、通知期間の経過後、乙

に対し、賃貸借期間の満了によりこの契約が終了する旨を書面により通知した場合は、当該通知

の日から６か月を経過した日をもって、この契約は終了する。

（賃貸借料）

第５条 賃貸借料は、年額９，９００円（適用税率１０％、うち取引に係る消費税及び地方消費税

９００円）とする。

２ 賃貸借料は、甲の発行する納入通知書により、その指定する期限までに指定の金融機関におい

て支払わなければならない。

３ 甲は、経済事情の変動その他の事情の変更に基づいて、特に必要があると認めるときは、賃貸

借料を改定することができる。

４ 第１項の賃貸借料の額は、消費税法の改正に伴い消費税率が変更となった場合は、改正後の税

率に従い当然に改定され、乙はこれをあらかじめ承諾する。

（電気使用料）

第６条 自動販売機に係る電気使用料は、乙の負担とする。

２ 乙は、自動販売機の設置に当たって甲の電源を使用するときは、電気使用量を測定する計量器

（子メーター）を設置しなければならない。

３ 甲は、施設全体の電気使用料（基本料金を含む。）に基づき、当該月の計量器（子メーター）の
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1
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2.0㎡（1台分）

2.0ｍ×1.0ｍ



表示する電気使用量から電気使用料を按分して算出する。

４ 電気使用料は、甲の発行する納入通知書により、その指定する期限までに指定の金融機関にお

いて支払わなければならない。

（遅延損害金）

第７条 乙は、やむを得ない理由により第５条第２項及び第６条第４項に規定する納付期限までに

賃貸借料及び電気使用料を支払うことができないときは、遅延理由を明記した書面により甲に通

知しなければならない。

２ 乙は納入期日到来の日の翌日から納付するまでの日数に応じ、その未納入額について民法（明

治２９年法律第８９号）に基づく法定利率により計算した金額を遅延損害金として甲に支払わな

ければならない。

（賃貸借物件の引渡し）

第８条 賃貸借期間の初日に賃貸借物件をその所在する場所において現状有姿にて乙に引き渡す。

（維持管理義務）

第９条 乙は、賃貸借物件について、常に善良な管理者としての注意をもって維持管理しなければ

ならない。

２ 乙は、当該自動販売機に係る第三者からの苦情、要望等に対し、甲の責に帰すべき事由による

ものを除き、乙の責任において速やかに対応する。

（費用負担）

第１０条 自動販売機の設置、維持管理、交換、移動及び撤去等に要する費用は全て乙の負担とす

る。

（報告）

第１１条 乙は、賃貸借物件の全部又は一部が滅失し、又は毀損した場合は、直ちに甲に報告しな

ければならない。

２ 乙は、自動販売機に係る事故、事件等が発生した場合は、その事由が乙の責に帰するものであ

るか否かにかかわらず、直ちに甲に報告しなければならない。

３ 乙は、自動販売機を設置しようとするとき、又は既に設置した自動販売機を他の自動販売機に

交換しようとするときは、あらかじめ甲に報告しなければならない。

（権利譲渡等の禁止）

第１２条 乙は、賃貸借物件を第三者に転貸し、又はこの契約によって生じる権利等を譲渡し、若

しくはその権利等を担保にすることができない。

（甲の解除権）

第１３条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知催告を要せずしてこの契約を

解除することができる。

(1) 乙が本契約に定める義務を履行しないとき。

(2) 申込みの際の誓約書の内容に合致しないとき。

(3) 賃貸借物件を甲において、公用、公共用又は公益事業の用に供する必要が生じたとき。

(4) 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店

若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。

(5) 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経

営に実質的に関与していると認められるとき。



(6) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。

(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。

(9) 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用しているとき。

(10)その他この契約に違反する行為が乙にあったとき。

２ 乙は、前項第１号、第２号又は第４号から第１０号までの規定により、この契約を解除された

場合において、乙が損失をこうむることがあっても、甲はその損失を補償しない。

（乙の解除権）

第１４条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき

は、この契約を解除することができる。

２ 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠

償を甲に請求することができる。この場合における賠償額は、甲と乙とが協議の上、定める。

（自己都合による自動販売機の撤去）

第１５条 乙は、賃貸借期間満了前に自己の都合により自動販売機を撤去しようとする場合は、撤

去しようとする日の３か月以上前までに書面で甲に申し出なければならない。

２ 前項の申し出があった場合、甲は、この契約の解除を内容とする契約書を作成する。

（免責事項）

第１６条 天災地変、諸設備の故障、偶発事故、盗難その他甲の責め帰すことのできない事由によ

って、乙が被った損害については、甲はその損害の責めを負わないこととする。

２ 第三者の作為又は不作為により、乙が被った損害については、事態のいかんにかかわらず、甲

はその賠償の責めを負わないこととする。

（返還）

第１７条 乙は、賃貸借期間が満了した場合又はこの契約が解除された場合は、乙は賃貸借物件を

直ちに原状に復して返還しなければならない。ただし、甲が特に原状回復の義務を免除した場合

はこの限りでない。

（賃貸借料の返還）

第１８条 甲は、第１３条第１項第３号及び第１４条第１項の規定によりこの契約が解除された場

合、既納の賃貸借料のうち、未経過期間の賃貸借料を日割り計算により返還する。

２ 甲は、第１３条第１項第１号、第２号若しくは第４号から第１０号までの規定によりこの契約

が解除された場合、又は第１５条の規定によりこの契約が解除された場合は、既納の賃貸借料は

返還しない。

（損害賠償等）

第１９条 乙は、その責に帰する事由により賃貸借物件に損害を与えたときは、その損害に相当す

る金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。

２ 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当す

る金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。

（第三者に対する損害賠償義務）

第２０条 乙は、賃貸借物件を第２条の規定に反して使用したことにより、第三者に対し損害を与

えたときは、その賠償の責を負う。



２ 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たしたときは、甲は、乙に対し当該賠償費用について

求償することができる。

（有益費等の請求権の放棄）

第２１条 乙が賃貸借物件に投じた改良費等の有益費、修繕費その他の費用があっても、乙はこれ

を甲に請求することができない。

（疑義の決定）

第２２条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協

議の上、定める。

この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 年 月 日

甲 富山市新桜町７番３８号

富山市長 藤 井 裕 久

乙



仕 様 書

１ 機器設置の条件

省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したもので、公共施設にふさわしい外観を備えた

ものであること。

２ 販売品目等の条件

(1) 販売品目は、清涼飲料水、牛乳等の飲料とし、酒類及びたばこの販売を行わないこと。また、

缶、ペットボトルなどの密閉式の容器又は紙容器とすること。

(2) 販売価格は、標準小売価格以下の価格とすること。

３ 維持管理責任

(1) 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の賞味期限に

十分注意するとともに、在庫及び補充管理を適切に行うこと。

(2) 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを

必要数設置し、回収ボックスに収納された容器は、自社他社製品持ち込み等問わず回収しリサ

イクルするとともに、回収ボックス周辺の清掃を行うこと。

(3) 販売品の搬入並びに廃棄物の搬出時間及び経路については、甲の指示に従うこと。

(4) 関係法令等の順守を徹底するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞

なく手続き等を行うこと。

(5) 自動販売機の設置に当たっては、据付面を十分に確認した上で安全に設置し、転倒防止対策

を行うこと。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。

(6) 自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、乙の責任において対応するこ

と。

４ 売上状況の報告

設置した自動販売機ごとの売上本数及び売上金額を、次に定めるとおり、甲に対し書面により

報告すること。

区 分 報 告 期 限

４月から９月まで １０月３１日

１０月から３月まで ４月３０日


